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※佐渡市行政改革推進委員会の中間答申や審議内容は、佐渡市ホームページでもご覧いただけます。その他閲覧方法については佐渡市役所
総務課行政改革推進室℡代表（63）3111までお問い合わせください。

２
０
０
０
年
に
地
方
分
権
一
括
法
が
施
行
さ

れ
て
以
来
、
地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
の

変
化
は
急
速
に
進
み
、
各
自
治
体
で
は
生
き
残

り
を
か
け
た
改
革
に
着
手
し
て
い
ま
す
。 

佐
渡
市
に
お
い
て
も
、
合
併
後
の
効
率
的
か

つ
効
果
的
な
行
政
経
営
を
目
指
し
、
行
財
政
改

革
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

組
織
の
見
直
し
や
官
民
協
働
の
あ
り
方
な

ど
に
つ
い
て
、
昨
年
５
月
に
、
有
識
者
や
学
識

経
験
者
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
佐
渡
市
行
政
改

革
推
進
委
員
会
を
設
置
し
、
行
財
政
改
革
に
つ

い
て
検
討
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
現
在
、
２
回
の

中
間
答
申
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
本
年
度

中
に
は
最
終
答
申
を
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
こ

の
答
申
を
基
に
庁
議
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
る

佐
渡
市
行
政
改
革
推
進
本
部
で
改
革
の
基
本

的
な
考
え
方
を
示
す「
行
政
改
革
大
綱
」と
、

具
体
的
な
取
り
組
み
を
分
か
り
や
す
く
数
値
で

示
し
た「
行
政
改
革
プ
ラ
ン
」を
策
定
し
３
月
中

に
公
表
し
ま
す
。 

   

こ
の「
行
政
改
革
大
綱
」と「
集
中
改
革
プ
ラ

ン
」に
基
づ
き
18
年
度
か
ら
、
時
代
の
変
化
に

対
応
し
た
新
し
い
佐
渡
市
を
形
成
す
る
た
め
、

市
民
と
行
政
が
協
働
に
よ
り
改
革
を
進
め
て
い

く
も
の
で
す
。 

そ
の
第
一
歩
と
し
て
行
政
組
織
の
見
直
し
を

図
る
た
め
、
12
月
定
例
議
会
に
お
い
て
、
佐
渡

市
行
政
組
織
条
例
の
改
正
を
提
案
し
議
決
さ

れ
ま
し
た
。 

現
在
、「
行
政
を
経
営
す
る
」と
い
う
考
え
の

も
と
、
自
治
体
組
織
は
政
策
体
系
に
基
づ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
明
確
に
し
、
専
門
的
な
機

能
と
能
力
を
特
化
さ
せ
、
市
民
満
足
度
の
向
上

が
図
れ
る
体
制
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
社
会
的
動
向
を
踏
ま
え
、
地
域
事

情
を
考
慮
し
な
が
ら
、
組
織
全
体
の
有
機
的
な

連
携
と
、
本
庁
・
支
所
を
は
じ
め
と
す
る
指
示

命
令
系
統
の
機
能
強
化
を
目
的
に
、
現
行
の
課

制
を
部
制
に
改
め
た
も
の
で
す
。 

18
年
度
か
ら
部
制
に
よ
る
新
し
い
体
制
で
ス

タ
ー
ト
す
る
に
あ
た
り
、
課
お
よ
び
係
の
統
廃

合
や
新
設
を
含
め
た
総
合
的
な
組
織
改
善
を

進
め
て
い
き
ま
す
。
特
に
本
庁
で
行
う
べ
き
業

務
は
速
や
か
に
支
所
か
ら
本
庁
に
移
行
し
な

が
ら
も
、
住
民
窓
口
は
充
実
し
た
い
と
い
う
考

え
方
で
、
現
在
、
事
務
の
最
終
調
整
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。（
２
月
号
に
続
く
） 

佐渡市行政改革推進委員会の宇留間博会長から市長に、組織の見直しと補助金・
負担金の適正化などについて、中間答申書が２回に渡り提出されました。 

１８
年
度
に
向
け
た 

　
　
　
組
織
機
構
の
見
直
し 

「
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
新
し
い
佐
渡
市
の
形
成
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
渡
市
行
政
改
革
の
取
り
組
み 
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部

 

企
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民
環
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光
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「行政改革大綱の策定方針について」
・「時代の変化に対応した新しい佐渡市の形成」を行
政改革の目標とする。 
・行政改革大綱の計画期間は平成１７年度から平成２
１年度までの５年間とし、目標の実現に向けて４つの
基本方針を定める。 
①効果的・効率的な行財政運営の推進 
②組織・機構の整備と新たな人事管理制度の構築 
③市民の視点に立った行政サービスの提供 
④市民協働によるまちづくりの推進 

「組織の合理化について」 
・部制を導入し円滑な組織運営を図ること。 
・今後の人員削減を考慮し、支所については横断的
に課・係の統合を行い、住民窓口の機能充実を図る
こと。また、支所長については、全体の組織の中で
その位置づけを考え、業務・命令系統を明確にする
こと。 
・学校・保育園・幼稚園等の施設は効率的な運営を
図ること。 
・組織改革の実施に当たっては十分な情報公開を行
い、市民にその必要性を理解していただけるよう努
力すること。 
 

佐渡市行政改革推進委員会  第１回中間答申（抜粋） 
 


